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表紙

・事業報告
業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要
株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
剰余金の配当等の決定に関する方針に関する事項

株式会社

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をい
ただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略してお
ります。

（電子提供措置の開始日）令和６年11月27日

第58期 定時株主総会招集ご通知

その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

第58期（令和５年10月１日から令和６年９月30日まで）
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業務の適正を確保するための体制

６．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
　当社は、会社法第362条第５項に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務
の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、取締役会の決議
により基本方針を定めております。概要は、次のとおりであります。

【１】当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の構築に関す
る基本方針

（会社法第362条第４項第６号前段関連）
① 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議（以下、「法令等」という。）を遵守すると共
に、当社の定款第２条に定める事業目的が「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する
計算センターの経営」及び「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営」
にあることを常に念頭に置き、その実現のために職務を執行しなければならない。

② 取締役は、取締役会が定めた「取締役の職務権限と職務分掌に関する規定」に基づいて職務を
執行すると共に、他の取締役と協力して会社業績の向上に努めなければならない。

③ 取締役は、自分の意思決定（部下からの提案に対する承認を含む。）が法令等に違反する虞が
あると判断したときは、遅滞なく法務担当取締役に相談し、その判断に従って違法行為の発生
を事前に回避しなければならない。なお、それが重要な案件である場合は、法務担当取締役は
遅滞なく代表取締役社長（以下、「社長」という。）及び常勤監査役並びに社外の顧問弁護士
に報告し、その指導を受けると共に、その顛末を取締役会に報告しなければならない。

④ 取締役は、他の取締役又は従業員の行為又は企画の内容が法令等に違反する虞があると判断し
た場合は、経営の共同責任者として、遅滞なく本人に対して警告を発しなければならない。な
お、それが重要な案件である場合は、取締役は、遅滞なく社長に報告し、その指導を受けなけ
ればならない。

⑤ 取締役は、取締役会に出席する前に、次回の取締役会において審議、報告及び協議（以下、
「審議等」という。）を予定する案件を確認し、会社法が定める取締役会の職務（第362条）
及び取締役の権限（第363条）に関する規定、並びに当社の「取締役会規定」が定める審議事
項の範囲から見て、案件に漏れがないことを確認しなければならない。なお、そのほかに審議
等を行うべき案件がある場合は、遅滞なく取締役会担当取締役に申し出なければならない。

⑥ 取締役は、取締役会に出席し、審議等を行うすべての案件について、自らの良心と責任におい
て自由に意見を述べ、かつ議決権を行使しなければならない。また、担当職務の執行状況の報
告に際しては真実を述べると共に、予想される戦略リスク又はオペレーション・リスクについ
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て率直に問題提起し、取締役会において事前にその対応策を検討する機会と時間を与えなけれ
ばならない。

⑦ 取締役会における審議等の過程は、「取締役会の意思決定に関する情報管理規定」に基づき、
すべて録音するものとし、録音結果は、説明に使用された資料及び取締役会議事録と共に、会
社法第371条に規定する電磁的記録を用いて保存しなければならない。

⑧ 取締役は、株主総会に出席し、株主から自らの職務執行に関する質問を受け、かつ議長から回
答の指示があった場合は、進んで誠実に回答しなければならない。

⑨ 取締役会の議長は、取締役会における審議において、出席監査役に対して、その決議が法令等
に違反する虞があるかどうかについて意見を求めなければならない。また、監査役は取締役会
の議事を聴取する過程で、法令等に違反する虞があると判断したときは、遅滞なく議長に対し
て警告を発しなければならない。

⑩ 取締役は、会社の最高幹部として、『ＴＫＣ企業行動憲章2006』の理念の下に、会社の社会
的責任を深く自覚すると共に、不断に人格及び識見の向上に努め、法令等及び社内諸規定をよ
く守り、慢心と公私混同を排除すると共に、事業目的の達成のために洞察力を発揮し、率先垂
範することにより、その命に服する従業員から見て最も信頼に足るべき人物たるべく努力する
義務を負う。

⑪ 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じな
いことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底すると共に、係る情報を
ＴＫＣグループ内で共有し、対応に関する体制を整備する。また、警察等の外部専門機関、法
律顧問弁護士との間で緊密な連携を取る。

【２】会社の業務の適正を確保するための体制の構築に関する基本方針
（会社法第362条第４項第６号後段関連）
（１）当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備
（会社法施行規則第100条第１項第１号関連）
① 取締役の職務の執行に係る情報（以下、「取締役職務情報」という。）のうち、株主総会の議
事に係る情報については、「株主総会の議事に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理
を行う。

② 取締役職務情報のうち、取締役会での審議等に係る情報については、前記（【１】⑦）のとお
り「取締役会の意思決定に関する情報管理規定」に基づいて保存及び管理を行う。

③ 取締役職務情報のうち、官公署に提出した情報及び官公署から受領した情報、並びに法務に関
連して社外に発信した情報及び社外から受領した情報は「法務に関する情報管理規定」に基づ
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いて保存及び管理を行う。
④ 前３項以外の取締役職務情報は、次の３つに区分し、「取締役の日常業務に関する情報管理規
定」に基づいて保存及び管理を行う。
１. 取締役が主催する会議（株主総会及び取締役会を除く。）のうち、当社の業績に重要な影
響を与えることが予想される案件を審議した会議、又は特定の顧客、取引先、従業員の利
害に直接関連する案件を審議した会議の議事録及び関連資料。

２. 取締役が「稟議規定」に基づき決裁した承認申請書及び関連資料。
３. その他取締役の職務の執行に関する重要な情報。

⑤ 前４項に係る取締役職務情報についてはデータベース化し、各情報の存否及びその内容を直ち
に検索できる体制を構築するものとする。なお、必要に応じてデータベースの運用状況の検証
及び規定等の見直しを行い、取締役会に報告する。

（２）当該株式会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号関連）
（２－１）戦略リスクの管理に関する規定
① 戦略リスクは、事業機会に関連するリスクであり、経営上の戦略的意思決定に伴う不確実性に
起因するものである。当社においては、その現状に鑑み、当分の間、戦略リスクを管理する目
的を「事業機会の喪失を回避する」こと、並びに株主総会に提案する「取締役の人事」に関す
るものに限定するものとする。

② すべての取締役は、事業機会の喪失を回避するために、積極的な情報収集活動と飽くなき探求
心をもって、顧客のビジネスの成功に貢献する事業機会を他に先駆けて捉え、その事業機会か
ら最大の成果を引き出すために、優れた直観力を発揮し、タイムリーかつ全体最適な基本計画
を立案して、その実行を社長に提案しなければならない。

③ 社長は、取締役（従業員を含む。）から前項の提案を受けた時は、その内容を以下の観点から
評価し、実行すべしと判断した時は、その旨を取締役会に報告し、取締役会において担当取締
役（従業員を含む。）からその実行計画を発表せしめなければならない。
１. 当社の経営理念への準拠性
２. コンプライアンス
３. 期待される顧客のビジネスへの貢献度
４. 予想される顧客からの評価
５. 技術的な実行可能性
６. 必要となる資金とコスト
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７. その他、業務提携先との信義則等
④ 株主総会において取締役の人事に関する提案を行う場合は、「指名・報酬諮問委員会規定」に
基づくものとする。独立社外役員等を委員長とする指名・報酬諮問委員会において、取締役の
選解任基準に基づいて審議決定し、これを取締役会に答申するものとする。取締役会は、
指名・報酬諮問委員会から答申された内容について、審議・決定するものとする。

（２－２）オペレーション・リスクの管理に関する規定
（２－２－１）全部門で発生する可能性のあるオペレーション・リスクの管理に関する規定
① オペレーション・リスクは、事業活動の遂行に関連するリスクであり、適正かつ効率的な業務
の遂行の不確実性に起因するものである。また、そのリスクの種類は次の２つに分けて管理す
るものとする。
１. 全部門で発生する可能性のあるリスク（以下、「部門共通リスク」という。）
２. 特定部門で発生する可能性のあるリスク（以下、「特定部門リスク」という。）
　なお、本項においては部門共通リスクの管理について規定する。
② 取締役会においてリスク管理担当取締役を選任し、その責任の下に、当社の全従業員を対象と
して、以下の部門共通リスクの洗い出しを行うものとする。
１. 緊急度の高いもの。
２. コンプライアンスに関するもの。
３. 当社の守秘義務に関するもの。
４. 資産の保全と会計に関するもの。
５. 業務の遂行に係る諸規定及びマニュアル等の整備に関するもの。
６. 職場環境と労務管理に関するもの。
７. その他必要と認めるもの。

③ 担当取締役は、前項の調査に基づき、いずれかの部門共通リスクについて、完全に排除できる
対策があると判断したときは、遅滞なく社長に報告し、善後策を協議するものとする。

④ 担当取締役は、未解決のリスクについて分類整理し、これらに対応するための基本方針をまと
め、これを「オペレーション・リスクの発生防止に関する規定」（以下、本項において「規
定」という。）として取締役会に提出し、その承認を受けるものとする。承認された規定は、
社長方針書として全従業員に示達し、その周知徹底を図るものとする。
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⑤ 担当取締役は、重要なリスクが顕在化したときは、直ちに規定に基づき、損害の拡大を防止し
これを最小限に止めるものとする。

⑥ 担当取締役は、前項の措置を完了してから１か月以内に、そのリスクの真因を確かめ、再発防
止策を策定し、２か月以内に取締役会に報告し、規定の改訂を実施するものとする。

⑦ すべての部門長は、規定に基づき、毎日或いは定期的に、担当部門における規定の遵守状況を
確認し、担当取締役に報告するものとする。

⑧ 担当取締役は、これまでに認識されなかった重要な部門共通リスクを発見した者及び顕在化し
たリスクに関して有効な再発防止策を提案した者に対しては、特別表彰金の支給を社長に申請
するものとする。

（２－２－２）特定部門で発生する可能性のあるオペレーション・リスクの管理に関する規定
① 特定部門リスクは、特定部門に固有なオペレーション・リスクを管理する必要性がある場合及

び全部門に共通するリスクではあるが、その管理には高度かつ専門的な知識を必要とする場合
があり、これに関係する部門が複数の場合は以下の委員会（新設するものを含む。）が、単独
部門の場合は当該部門が担当するものとする。
１. システム開発研究所業務改善委員会
２. 自治体システム開発部門業務改善委員会
３. 統合情報センター業務改善委員会
４. ＳＣＧサービスセンター業務改善委員会
５. 自治体営業部門業務改善委員会
６. サプライ事業部業務改善委員会
７. 東京本社業務改善委員会
８. 人事給与制度改善委員会
９. リスク管理委員会
10. その他取締役会が新設すべきと決定した委員会

② 前項の委員会は、社長又は部門担当取締役の補佐機関とし、委員長は業務執行役員とし、委員
は定員を定め、取締役会において決定するものとする。また、委員会の答申事項は担当取締役
又は委員長が取締役会に出席して報告し、かつ必要な事項については取締役会の審議を求める
ことができるものとする。

③ 委員会及び特定の単独部門における特定部門リスクの管理は、（２－２－１）に定める部門共
通リスクの管理に準じて行うものとする。なお、特定部門リスクの洗い出しに関しては、委員
会が行い、その結果を取締役会に報告するものとする。
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（２－２－３）ハザード・リスクその他の管理に関する規定
① 大規模な地震、水害、火災などの災害の発生、長期間にわたる停電、断水、通信回線の途絶

等、会社に著しい損害を及ぼす事態が発生した場合は、速やかに社長を本部長とする「緊急対
策本部」を設置し、顧客・従業員とその家族・株主・取引先等並びに外部報道機関との情報連
絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損
害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えるものとする。

② 法令等に抵触する虞のある事案が発生した時は、法務担当取締役の責任のもと、経営管理本部
を統括部署として、その対応を図るものとする。なお、法令遵守義務に係る重要事項について
は、法律顧問である社外の弁護士との間で協議を行うものとする。

（３）当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第３号関連）
① 取締役会は、定例取締役会を原則として毎月10日に開催するほか、必要に応じて随時に開催
する。また、計算書類の開示及び株主総会に関連して開催される取締役会は、６か月以上前に
日時を予定して開催される。

② 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から当社の経営理念に照
らして策定された次年度の「経営方針」及び次年度を開始年度とする向こう３か年の「中期経
営計画」が提出され、その戦略的合理性について審議する。

③ 毎期、新年度の第２月に開催される取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から
新年度の全社並びに部門別の「目標損益計算書」並びに取締役の「職務分掌表」及び「戦略目
標」に係る案が提出され、その実行可能性について審議する。

④ 毎月の定例取締役会においては、前月末までの全社並びに部門別の「目標損益計算書」と「実
績損益計算書」とが報告され、目標と実績との差異を分析し、年度目標の売上高と経常利益と
を達成するための次の打ち手について協議する。

⑤ 社長は、日常の職務執行に際して、直属の部門担当取締役が企画する個別の案件について詳細
に点検し、当年度の経営方針に照らして、その企画が最大の成果を生むように調整し、かつ取
締役会で承認された範囲内で社長戦略予備費の支出を承認する。

⑥ 部門担当取締役は、日常の職務執行に際して、直属の業務執行役員及び管理職者が、当年度の
経営方針と部門の戦略目標を正しく認識し、これを達成するためにＰＤＣＡを徹底するように
指導し、常に部門全体の業績の進捗を確認しながら、年度目標の売上高と経常利益を達成する
よう努力しなければならない。
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⑦ 部門担当取締役は、担当する部門の経営において、冗費を節約し、業務の品質と生産性を向上
させると共に、職場の整理整頓に努め、すべての従業員が安全かつ快適で、面白さとやりがい
を感じられるような職場環境を実現するように、指導力を発揮しなければならない。

（４）当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第４号関連）
① 従業員による法令等の遵守を徹底するため、社長に直属する内部監査部において、監査役及び
社外の顧問弁護士の指導に基づき、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニ
ュアル」の原案を作成すると共に、その内容について取締役会の承認を得てのち、社長方針書
としてすべての従業員に配布する。

② 内部監査部の企画に基づき、当社のすべての従業員に対して、前項の「コンプライアンス規
定」及び「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を定期的に実施し、その理解の
徹底を図る。

③ 内部監査部が社内部門を内部監査するときは、必ず、被監査部門に所属する従業員の「コンプ
ライアンス規定」の認知度及び「コンプライアンス・マニュアル」の運用状況を確認すると共
に、その「内部監査結果報告書」を監査終了後１週間以内に社長に提出する。

④ 部門担当取締役は、「コンプライアンス規定」に従い、担当部門にコンプライアンス責任者を
置き、部門の従業員に対して適時適切に「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修
を実施するものとする。

⑤ 顧客情報及び社外秘情報等の社外漏洩を防止するため、社内のパソコンから社外に発信する電
子メールの電文及び添付ファイルのすべてについて、一定期間保存する。

⑥ 万一、当社の従業員が法令等に違反した場合に備えて、その事実及び関連情報を、内部監査部
或いは最初にその情報を認知した従業員等から、社長又は法務担当取締役に緊急通報する体制
を構築する。
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（５）次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適
正を確保するための体制

（会社法施行規則第100条第１項第５号関連）
（イ）当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第１項の職務を行

うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の
執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

（会社法施行規則第100条第１項第５号イ関連）
① 当社は、四半期ごとに、子会社及び関連会社（以下、「子会社等」という。）のリスク情報の
有無を監査するために、子会社等との間で、内部監査契約を締結すると共に、内部監査部が監
査を実施する。

② 内部監査部は、子会社等に重大な損失の危険が発生したことを確認した場合は、直ちにその原
因となったリスクの内容、予想される損失の程度及び当社に対する影響等について、社長及び
関係部門の長に報告される体制を構築する。

③ 当社と子会社等との間における不適切な取引（会社経費による個人的接待を含む）又は会計処
理を防止するため、内部監査部は、定期的に子会社等の内部監査担当部門と十分な情報交換を
行う。

④ 当社の子会社等については、取締役又は次長職以上の従業員を取締役として派遣し、当社の経
営方針と要望事項を文書により子会社等の取締役会に伝えると共に、毎月、子会社等の社長か
ら、最新の業績及び今後の業績の見通し並びにリスク管理に関する報告書の提出を求める。

（ロ）当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号ロ関連）
別に定める「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」並びにその他社
内規定に基づき、企業活動に影響を及ぼす虞のあるリスクに関する意識の浸透、早期発見、未
然防止及び緊急事態発生時における迅速・適切な対応を図るものとする。

（ハ）当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号ハ関連）
① 子会社等の取締役会（以下この項において「取締役会」という。）は、定例取締役会を原則と
して毎月所定の日に開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また、計算書類の承認及び
株主総会に関連して開催される取締役会は、６か月以上前に日時を予定して開催する。

② 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、子会社等の社長（以下この
項、次項において「社長」という。）から子会社等の経営理念に照らして策定された次年度の
「経営方針」及び次年度を開始年度とする向こう３か年の「中期経営計画」が提出され、その
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戦略的合理性について審議する。
③ 毎期、新年度の第２月に開催される取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から
新年度の全社並びに部門別の「目標損益計算書」並びに取締役の「職務分掌表」及び「戦略目
標」に係る案が提出され、その実行可能性について審議する。

④ 毎月の定例取締役会においては、前月末までの全社並びに部門別の「目標損益計算書」と「実
績損益計算書」とが報告され、目標と実績との差異を分析し、年度目標の売上高と経常利益と
を達成するための次の打ち手について協議する。

⑤ 社長は、日常の職務執行に際して、直属の部門担当取締役が企画する個別の案件について詳細
に点検し、当年度の経営方針に照らして、その企画が最大の成果を生むように調整する。

⑥ 部門担当取締役は、日常の職務執行に際して、直属の業務執行役員又は管理職者が、当年度の
経営方針と部門の戦略目標を正しく認識し、これを達成するためにＰＤＣＡを徹底するように
指導し、常に部門全体の業績の進捗を確認しながら、年度目標の売上高と経常利益を達成する
よう努力しなければならない。

⑦ 部門担当取締役は、担当する部門の経営において、冗費を節約し、業務の品質と生産性を向上
させると共に、職場の整理整頓に努め、すべての従業員が安全かつ快適で、面白さとやりがい
を感じられるような職場環境を実現するように、指導力を発揮しなければならない。

（ニ）当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

（会社法施行規則第100条第１項第５号ニ関連）
① 子会社等の取締役等及び使用人（以下この項において「取締役等及び使用人」という。）によ
る法令等の遵守を徹底するため、社長に直属する内部監査を担当する部門において、監査役及
び社外の顧問弁護士の指導に基づき、「コンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マ
ニュアル」を作成する。

② 内部監査を担当する部門の企画に基づき、すべての取締役等及び使用人に対して、前項の「コ
ンプライアンス規定」及び「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修を定期的に実
施し、その理解の徹底を図る。

③ 内部監査を担当する部門が社内部門を内部監査するときは、必ず、被監査部門に所属する従業
員の「コンプライアンス規定」の認知度及び「コンプライアンス・マニュアル」の運用状況を
確認すると共に、その「内部監査結果報告書」を監査終了後１週間以内に社長に提出する。

④ 部門担当取締役は、「コンプライアンス規定」に従い、担当部門にコンプライアンス責任者を
置き、部門の従業員に対して適時適切に「コンプライアンス・マニュアル」に関する教育研修
を実施するものとする。
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⑤ 顧客情報及び社外秘情報等の社外漏洩を防止するため、社内のパソコンから社外に発信する電
子メールの電文及び添付ファイルのすべてについて、一定期間保存する。

⑥ 万一、取締役等及び使用人が法令等に違反した場合に備えて、その事実及び関連情報を、内部
監査を担当する部門或いは最初にその情報を認知した取締役等及び使用人から、社長に緊急通
報する体制を構築する。

（６）当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第１号関連）
① 監査役の職務を補助すべき部門として監査役室を設置し、専任の従業員を１名以上配置するこ
ととする。

② 前項の具体的な内容については、監査役会の意見を尊重し、人事担当取締役その他の関係者の
意見も十分に考慮して決定する。

（７）監査役の職務を補助すべき使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第２号関連）
① 監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動、考課、懲戒については、事前に監査役会の同
意を得て行うものとする。

② 監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役会の指揮
命令下で職務を遂行し、その評価については監査役会の意見に従うものとする。

③ 監査役の職務を補助すべき従業員による必要な調査、情報収集のため、執行側各部門にあって
はその協力体制を敷くこと、また必要な会議等への出席を認めることとする。

（８）当該監査役設置会社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項

（会社法施行規則第100条第３項第３号関連）
監査役の職務を補助する従業員は、監査役に対して監査役の指揮命令に基づく職務遂行状況を適
宜報告する。
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（９－１）次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
（会社法施行規則第100条第３項第４号関連）
（イ）当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告

をするための体制
（会社法施行規則第100条第３項第４号イ関連）
① 当社のすべての取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役からの要請に
応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。

② 前項の報告及び情報提供の内容として、主なものは次のとおりとする。
１. 当社のリスク管理体制に係る部門の活動状況
２. 当社の子会社等の監査及び内部監査に係る活動状況
３. 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
４. 当社単独及び連結ベースの最新業績及び業績見込の発表内容及び重要開示書類の内容
５. 社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付

③ 取締役及び従業員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与える虞のある事実を発見
した時には、監査役に対して当該事実に関する事項を直ちに報告することとする。

④ 監査役は、すべての取締役会及び重要な会議に出席し、議長又は主催者の求めによらず、自由
に意見を述べることが期待される。

（ロ）当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法
第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者
から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制

（会社法施行規則第100条第３項第４号ロ関連）
① 子会社等のすべての取締役及び監査役並びに従業員は、当社監査役会の定めるところに従い、
当社各監査役からの要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行う。

② 前項の報告及び情報提供の内容として、主なものは次のとおりとする。
１. 子会社等のリスク管理体制に係る部門の活動状況
２. 子会社等の監査役監査に係る活動状況
３. 子会社等の重要な会計方針、会計基準及びその変更
４. 子会社等の社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付

③ 子会社等の取締役及び監査役並びに従業員は、法令等に違反する事実、会社に著しい損害を与
える虞のある事実を発見した時には、当社監査役に対して当該事実に関する事項を直ちに報告
することとする。

④ 当社監査役は、子会社等のすべての取締役会及び重要な会議に出席し、議長又は主催者の求め
によらず、自由に意見を述べることが期待される。
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（９－２）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

（会社法施行規則第100条第３項第５号関連）
当社及び子会社等は、前号に関する事項の報告者が当社の監査役会に報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いをしてはならない。
（９－３）当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続
その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（会社法施行規則第100条第３項第６号関連）
当社は、監査役の職務の執行が十二分に実現達成することができるよう、監査役の職務の執行に
ついて生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務
の処理を、十二分に負担する。
① 通常の監査費用については、会社の事業計画及び監査役会の監査計画に応じて、該当事業年度
に予算化する。

② その他、緊急時の監査費用、有事における監査費用について、監査役会が事前に想定し、その
方針を決定することとする。なお、取締役会は、監査役会から通知された当該決定方針に基づ
く措置を、事業年度予算の執行状況を踏まえて審議検討のうえ、執行する。

（１０）その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第３項第７号関連）
① 監査役は、内部監査部の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、これを
修正又は変更すべきと判断したときは、社長に対してその旨を意見具申し、社長はこれを尊重
しなければならない。

② 監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、社長に
対して追加監査の実施及び業務改善策の策定等を意見具申し、社長はこれを尊重しなければな
らない。

③ 監査役は、会計監査人から事前に会計監査計画の説明を受け、四半期決算会計監査及び本決算
会計監査の都度、監査の方法並びに監査結果の報告を受け、意見交換を行うものとする。

④ 当社の監査体制とリスク管理体制との調整を図ることにより、監査体制の実効性を高めること
を目的として、法務担当取締役を責任者とし、同取締役及び各監査役が指名する次長職以上の
管理職者及び内部監査部部長を委員とする監査体制強化委員会を設置し、今後、当社が構築す
べき監査体制に関する報告書を作成し、これを取締役会に提出することを期待する。
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会社の支配に関する基本方針、株式会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

７．業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要
（１）当社のリスク管理体制
　当社では、「オペレーション・リスク管理規定」に従って、当社に関わるリスクの識別・分
析を行い、適切な対応を行っています。

（２）当期における主な会議の開催状況
① 取締役会は13回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正

性および効率性を高めるための社外取締役、社外監査役の出席状況は、「４－６．③　各社
外役員の主な活動状況」のとおりです。

② 監査役会は５回開催されました。その他、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理
委員会、および特定部門に固有のオペレーション・リスクを管理するための業務改善委員会
を定期的に開催しています。

（３）内部監査の実施
　当期における当社グループの主な取り組みとしては、内部監査基本計画に基づき、当社およ
び子会社の内部監査を実施しました。

（４）従業員教育の実施状況
　当社は従業員による法令等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規定」および「コン
プライアンス・マニュアル」を策定し、毎年、すべての従業員に対して教育研修を定期的に実
施しています。

８．株式会社の支配に関する基本方針に関する事項
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、
特に定めておりません。

９．剰余金の配当等の決定に関する方針に関する事項
　当社は、定款に、会社法第459条第１項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨
の定めを設けておりませんので、該当事項はありません。
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